
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
二
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
、
添
加
物
等

の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

た
だ
し
、
牛
の
筋
肉
、
豚
の
筋
肉
、
そ
の
他
の
陸
棲
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
の
筋
肉
、
牛
の
脂
肪
、
豚
の
脂
肪
、
そ

せ
い

の
他
の
陸
棲
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
の
脂
肪
、
牛
の
肝
臓
、
豚
の
肝
臓
、
そ
の
他
の
陸
棲
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
の
肝

せ
い

せ
い

臓
、
牛
の
腎
臓
、
豚
の
腎
臓
、
そ
の
他
の
陸
棲
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
の
腎
臓
、
牛
の
食
用
部
分
、
豚
の
食
用
部
分
、

せ
い

そ
の
他
の
陸
棲
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
の
食
用
部
分
、
乳
、
鶏
の
筋
肉
、
そ
の
他
の
家
き
ん
の
筋
肉
、
鶏
の
脂
肪
、
そ

せ
い

の
他
の
家
き
ん
の
脂
肪
、
鶏
の
肝
臓
、
そ
の
他
の
家
き
ん
の
肝
臓
、
鶏
の
腎
臓
、
そ
の
他
の
家
き
ん
の
腎
臓
、
鶏
の
食

用
部
分
、
そ
の
他
の
家
き
ん
の
食
用
部
分
、
鶏
の
卵
及
び
そ
の
他
の
家
き
ん
の
卵
に
残
留
す
る
酢
酸
メ
レ
ン
ゲ
ス
テ
ロ

ー
ル
の
量
の
限
度
並
び
に
す
い
か
及
び
メ
ロ
ン
類
果
実
に
残
留
す
る
フ
ァ
モ
キ
サ
ド
ン
の
量
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
公

布
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
酢
酸
メ
レ
ン
ゲ
ス
テ
ロ
ー
ル
に
係
る
試
験
法
に

つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に



二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


